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平成22年３月15日号17

●
対　

象　

市
内
小
学
校
の
児
童

●
練
習
日
時　

毎
週
月
・
水
曜
日
午
後

　

５
時
〜
７
時
30
分
、
毎
週
土
曜
日
午

　

前
９
時
〜
正
午

●
練
習
場
所　

美
原
公
園
テ
ニ
ス
コ
ー

　

ト
（
冬
季
の
月
・
水
曜
日
は
、
県
北

　

体
育
館
）

●
費　

用　

年
１
万
４
２
０
０
円

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　

大
田
原
ジ
ュ
ニ
ア
ソ
フ
ト
テ
ニ
ス
ク

　

ラ
ブ
事
務
局　

平
山

　
　

０
９
０
‐
４
６
１
３
‐
３
１
７
７

〈
問
い
合
わ
せ
の
み
〉

　

ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
市
民
ス
ポ
ー
ツ
係

　
　

（
２
２
）
８
０
１
７

　

ラ
ー
ジ
ボ
ー
ル
卓
球
と
は
、
通
常
の

卓
球
の
ボ
ー
ル
よ
り
４
㎜
大
き
い
、
直

径
44
㎜
の
ボ
ー
ル
を
使
用
し
、
卓
球
に

準
じ
た
ル
ー
ル
で
行
う
ス
ポ
ー
ツ
で
す
。

　

ボ
ー
ル
が
大
き
い
の
で
空
気
抵
抗
を

受
け
や
す
く
、
ボ
ー
ル
の
ス
ピ
ー
ド
が

遅
く
な
る
た
め
、
初
心
者
で
も
簡
単
に

ラ
リ
ー
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

●
対
象
・
定
員　

40
歳
以
上
の
市
内
在

　

住
者
ま
た
は
在
勤
者
50
名

●
練
習
日
時　

毎
週
火
・
木
・
土
曜
日

　

午
後
７
時
〜
９
時
（
４
〜
12
月
）

●
練
習
場
所　

若
草
中
学
校
体
育
館

●
費　

用　

年
４
０
０
０
円
（
県
連
盟

　

に
登
録
す
る
方
は
別
途
５
０
０
円
必
要
）

●
申
込
方
法　

３
月
25
日
（
木
）
ま
で

　

に
、
県
北
体
育
館
に
あ
る
要
項
・
申

　

込
書
に
よ
り
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※
黒
羽
地
区
の
方
は
、
大
田
原
市
卓
球

　

協
会
猪
股
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　

ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
市
民
ス
ポ
ー
ツ
係

　
　
　

（
２
２
）
８
０
１
７

　

大
田
原
市
卓
球
協
会

　
　

伏
見　

（
２
３
）
２
４
３
８

　
　

山
嵜　

（
２
３
）
４
０
１
８

　

〈
黒
羽
地
区
〉

　
　

猪
股　

（
５
４
）
３
９
６
２

●
期　

間　

４
月
１
日
（
木
）
〜
30
日

　

（
金
）　

土
・
日
・
祝
日
を
除
く
。

●
時　

間　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５

　

時
15
分

●
場　

所　

市
役
所
税
務
課
、
湯
津
上

　

支
所
、
黒
羽
支
所

●
縦
覧
で
き
る
方

・
本
市
に
所
在
す
る
土
地
の
固
定
資
産

　

税
の
納
税
者
（
土
地
価
格
等
縦
覧
帳

　

簿
が
縦
覧
で
き
ま
す
）

・
本
市
に
所
在
す
る
家
屋
の
固
定
資
産

　

税
の
納
税
者
（
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳

　

簿
が
縦
覧
で
き
ま
す
）

・
納
税
者
の
代
理
人（
委
任
状
が
必
要
で
す
）

・
納
税
管
理
人

・
納
税
者
と
同
居
の
親
族

●
縦
覧
で
き
る
帳
簿

・
土
地
価
格
等
縦
覧
帳
簿
（
土
地
の
所

　

在
地
番
ご
と
に
地
目
、
地
積
、
価
格

　

な
ど
を
表
示
）

・
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
（
家
屋
の
所

　

在
地
番
ご
と
に
種
類
、
構
造
、
床
面

　

積
、
価
格
、
建
築
年
次
な
ど
を
表
示
）

●
そ
の
他　

価
格
に
つ
い
て
不
服
の
あ

　

る
方
は
、
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員

　

会
に
不
服
の
審
査
を
申
し
出
る
こ
と
が

　

で
き
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

　

税
務
課
資
産
税
係

　
　
　

（
２
３
）
８
７
２
６

　

市
で
は
納
税
の
公
平
と
税
収
の
確
保

を
図
る
た
め
、
市
税
の
滞
納
処
分
を
進

め
て
い
ま
す
。
税
を
滞
納
す
る
と
本
来

納
め
る
べ
き
税
金
の
他
に
督
促
手
数
料
、

延
滞
金
を
納
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
本
人
の
意
思
や
了
承
に
か
か

わ
ら
ず
法
律
に
基
づ
く
差
押
な
ど
の
強

制
処
分
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
の

で
、
納
期
限
内
に
納
税
さ
れ
ま
す
よ
う

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

　

収
税
課
徴
収
係

　
　
　

（
２
３
）
８
７
０
３

　

軽
自
動
車
税
は
、
毎
年
４
月
１
日
現

在
で
、
原
動
機
付
自
転
車
、
軽
自
動
車
、

小
型
特
殊
自
動
車
（
農
耕
車
等
）
、
二

輪
の
小
型
自
動
車
を
所
有
し
て
い
る
人

（
割
賦
販
売
な
ど
の
場
合
は
使
用
し
て

い
る
人
）
に
対
し
て
課
税
さ
れ
ま
す
。

　

廃
棄
、
譲
渡
、
盗
難
な
ど
に
よ
り
所

有
し
な
く
な
っ
た
場
合
に
は
、
速
や
か

に
廃
車
や
名
義
変
更
の
手
続
き
を
し
て

く
だ
さ
い
。

　

軽
自
動
車
税
は
月
割
課
税
を
し
て
い

ま
せ
ん
の
で
、
４
月
２
日
以
降
に
廃
車

や
名
義
変
更
し
た
場
合
で
も
、
そ
の
年

の
税
金
は
年
税
額
を
全
額
納
め
る
必
要

が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

手
続
き
や
問
い
合
わ
せ
先
は
、
車
種

に
よ
っ
て
次
の
よ
う
に
異
な
り
ま
す
。

　
　■

問
い
合
わ
せ

　

税
務
課
税
制
係

　
　
　

（
２
３
）
８
７
８
５

ラ
ー
ジ
ボ
ー
ル
卓
球
教
室

受
講
生
募
集

ジ
ュ
ニ
ア
ソ
フ
ト
テ
ニ
ス
教
室

参
加
者
募
集

市
税
の
滞
納
処
分
を

進
め
て
い
ま
す

軽
自
動
車
税
の
お
知
ら
せ

平
成
22
年
度
固
定
資
産
税
に

関
す
る
帳
簿
縦
覧
の
お
知
ら
せ

車種別届出場所および問い合わせ先

市税の滞納処分実施状況

軽自動車検査協会
　　028（645）5161

大田原市役所  税務課
　　0287（23）8785
湯津上支所  総合窓口課
　　0287（98）2111
黒羽支所  観光経済課
　　0287（54）1114

届出場所(問い合わせ先)

原動機付
自転車

小型特殊
自動車

軽自動車
（三輪・四輪）

車　種

関東運輸局栃木運輸支局
　　050（5540）2019

二輪
（125cc超）

18年度

19年度

20年度

21年度
※22年１月
　末現在

差押件数
（件）年  度

286

462

320

176

23,031,303

37,175,094

17,691,923

8,740,300

換価金額
（円）


